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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
一
一
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
南
田
中
四
〇
〇
番
の
一
地
先

旧

一
四
・
〇
〜

一
八
九
・
一

か
ら

一
六
・
五

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
八
九
〇
番
の
一
地
先
ま

で

新

一
四
・
〇
〜

一
八
九
・
一

三
一
・
八

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
八
七
三
番
の
一
地
先
か

旧

七
・
五
〜

一
五
一
・
一

ら

二
三
・
六

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
官
有
無
番
地
先
ま
で

新

一
三
・
四
〜

一
五
一
・
一

一
三
九
・
六

山
梨
県
告
示
第
五
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
休
息
山
梨
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
官
有
無
番
地
先
か
ら

旧

六
・
八
〜

一
二
八
・
八

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
西
之
田
一
六
七
番
地
先
ま
で

一
一
・
一

新

八
・
二
〜

一
二
八
・
八

四
四
・
三

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

八
二
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

十
二
月
八
日

第
二
千
百
八
十
八
号

木　曜　日



平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
休
息
勝
沼
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
八
七
四
番
の
一
地
先
か

旧

六
・
二
〜

一
〇
九
・
四

ら

一
〇
・
六

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
大
塚
九
一
三
番
地
先
ま
で

新

六
・
二
〜

一
〇
九
・
四

五
六
・
三

山
梨
県
告
示
第
五
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
宮
山
梨
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
石
和
町
川
中
島
字
松
葉
畑
南
町
一
一
一
〇

旧

一
四
・
一
〜

六
・
〇

番
の
一
地
先
か
ら

一
五
・
九

笛
吹
市
石
和
町
川
中
島
字
松
葉
畑
南
町
一
一
一
〇

番
の
三
地
先
ま
で

新

一
四
・
一
〜

六
・
〇

二
一
・
三

山
梨
県
告
示
第
五
百
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所
（

峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

甲
斐
市
龍
地
字
着
物
沢
五
千
六
十
三
番
六

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
幅
員
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
、
最
小
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

二
十
一
・
七
二
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
五
百
五
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月

八
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

発
　
　
行
　
　
所

恋
愛
Ｒ
ｅ
ｖ
ｏ
ｌ
ｕ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ラ
ブ
レ
ボ
　
２
０
１
１

宙
出
版

１
２
月
号

３
５
歳
か
ら
の
恋
愛
　
不
倫
し
て
ま
す
編

㈱
メ
デ
ィ
ア
ッ
ク
ス

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
　
Ｓ
Ｕ
Ｇ
Ａ
Ｒ
　
２
０
１
１
年
１
１
月
号

㈱
大
都
社

レ
デ
ィ
ー
ス
小
説
ク
イ
ー
ン
　
Ｑ
ｕ
ｅ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
　
２

サ
ニ
ー
出
版
㈱

小
説
ア
サ
ヒ
１
１
月
号
増
刊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

八
二
六

・



週
刊
実
話
　
ザ
・
タ
ブ
ー
　
週
刊
実
話
増
刊
１
２
月
１
０
日

㈱
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
出
版

号Ｉ
Ｎ
Ｄ
ｉ
Ｅ
Ｓ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
　
４
　
Ｐ
Ｃ
　
Ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｌ
　
ｎ

㈱
Ｇ
Ｍ
Ｓ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

ｅ
ｏ
　
１
１
月
増
刊
号

二
　
指
定
す
る
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
し
、
又
は
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
等

青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

公
　
　
　
告

'

県
政
功
績
者

山
梨
県
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
に
基
づ
く
平
成
二
十
三
年
度
県
政
功

績
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

個
人

功
績
分
野

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

特
別
功
績

堀
内
　
光
雄

富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
丁
目
五
番
一
号

望
月
　
幸
明

甲
府
市
東
光
寺
三
丁
目
三
番
八
号

特
別
感
謝
状

雨
宮
　
清

山
梨
市
大
野
八
十
五
番
地
一

県
議
会

大
澤
　
軍
治

甲
斐
市
龍
地
六
千
三
百
七
十
五
番
地

辻
　
　
彌

南
巨
摩
郡
早
川
町
新
倉
八
百
六
十
三
番
地

地
方
自
治

河
合
　
嘉
●

山
梨
市
牧
丘
町
西
保
下
千
百
二
十
六
番
地

佐
藤
　
繁
則

甲
州
市
大
和
町
日
影
七
十
五
番
地

土
橋
　
金
六

南
巨
摩
郡
身
延
町
車
田
二
百
三
十
一
番
地

浅
川
　
武
男

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
二
千
百
四
十
九
番
地

雨
宮
　
民
三

甲
斐
市
龍
地
六
千
四
百
七
十
三
番
地

長
田
　
功

北
杜
市
高
根
町
長
澤
四
百
八
十
一
番
地

小
田
切
　
孝
知

甲
斐
市
境
十
九
番
地

小
林
　
清

北
杜
市
白
州
町
白
須
四
千
六
百
十
八
番
地

清
水
　
一

韮
崎
市
本
町
一
丁
目
六
番
五
号

手
塚
　
明
治

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
二
千
二
十
八
番
地

土
橋
　
舜
作

富
士
吉
田
市
小
明
見
二
千
百
八
十
六
番
地

新
津
　
要

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
七
百
六
十
四
番
地

松
野
　
貞
雄

富
士
吉
田
市
大
明
見
百
五
十
五
番
地
の
一

守
屋
　
茂
久

北
都
留
郡
丹
波
山
村
二
千
六
百
五
十
一
番
地

矢
崎
　
良
直

山
梨
市
下
石
森
千
九
十
一
番
地
の
一

山
田
　
●

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
八
百
四
十
四
番
地

渡
邉
　
雄
司

南
都
留
郡
鳴
沢
村
二
千
七
百
三
十
七
番
地

上
野
　
開
平

都
留
市
四
日
市
場
二
百
八
十
一
番
地
一

●
野
　
恒
夫

甲
府
市
国
母
三
丁
目
十
五
番
十
二
号

里
●
　
至
光

笛
吹
市
一
宮
町
金
沢
二
百
九
十
番
地

千
頭
和
　
信
義

甲
斐
市
島
上
条
二
千
二
百
四
十
番
地
十
五

遠
山
　
哲

笛
吹
市
石
和
町
河
内
千
四
十
六
番
地
十
一

松
野
　
実

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
千
六
百
六
十
九
番
地
一

産
　
　
業

村
　
力
男

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
六
千
二
百
三
十
七
番

地
十
二

金
丸
　
康
信

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
千
六
百
十
四
番
地

五
味
　
孝
男

甲
斐
市
富
竹
新
田
千
六
百
十
三
番
地

櫻
本
　
進

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
七
百
七
十
三
番
地

志
村
　
武
彦

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
千
五
百
三
十
六
番
地

松
橋
　
勝
美

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
千
七
百
七
十
八
番
地
七

大
宮
山
　
磐

山
梨
市
牧
丘
町
北
原
五
百
五
十
九
番
地

桑
原
　
美
雄

富
士
吉
田
市
大
明
見
四
千
四
百
八
十
二
番
地
の
七

今
井
　
吉
之
助

甲
府
市
善
光
寺
町
二
千
九
百
七
十
六
番
地

故
　
江
野
●
　
仁

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
富
士
ケ
嶺
六
百
九
番
地

佐
藤
　
鎭
平

南
都
留
郡
道
志
村
五
千
三
百
五
十
番
地

古
屋
　
章
夫

山
梨
市
大
野
七
百
九
十
二
番
地

保
阪
　
正
昭

韮
崎
市
中
田
町
中
條
四
千
三
百
二
十
三
番
地

佐
藤
　
孝
之

笛
吹
市
御
坂
町
藤
野
木
千
四
百
五
十
二
番
地

渡
●
　
正

甲
府
市
東
光
寺
二
丁
目
二
十
六
番
十
七
号

教
育
文
化

輿
石
　
順
一

北
杜
市
武
川
町
三
吹
三
百
四
十
五
番
地

早
川
　
二
三
郎

山
梨
市
万
力
九
百
八
十
三
番
地

三
科
　
嘉
●

甲
州
市
塩
山
西
広
門
田
二
百
七
番
地
二

●
原
　
五
鈴
子

笛
吹
市
一
宮
町
北
野
呂
四
百
六
十
五
番
地

社
会
福
祉

関
戸
　
幸
男

上
野
原
市
秋
山
二
千
三
百
二
十
八
番
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

八
二
七

・



土
橋
　
つ
る
子

甲
斐
市
宇
津
谷
四
千
九
百
四
十
番
地

渡
邉
　
明
子

甲
斐
市
名
取
三
百
九
十
三
番
地
一

保
健
衛
生

石
坂
　
惠
子

甲
府
市
上
石
田
四
丁
目
十
一
番
十
二
号

刑
部
　
利
雄

富
士
吉
田
市
中
曽
根
一
丁
目
五
番
十
号

戸
澤
　
茂
紀

甲
府
市
朝
日
一
丁
目
六
番
三
号

土
橋
　
和
明

甲
府
市
朝
日
五
丁
目
八
番
十
八
号

中
島
　
琢
雄

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
千
二
百
四
十
一
番
地

団
体

功
績
分
野

団
　
体
　
名

所
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
地

社
会
福
祉

特
定
非
営
利
活
動

甲
府
市
上
町
千
二
百
四
十
六
番
地

法
人
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
ち
び
っ

こ
は
う
す

'

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
落
札
に
係
る
業
務
の
名
称
及
び
数
量

消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
「
あ
か
ふ
じ
」
定
期
耐
空
証
明
検
査
整
備
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
総
務
部
消
防
防
災
課
消
防
防
災
航
空
担
当
　
山
梨
県
甲
斐
市
宇
津
谷
四
百
四
十
五
番
地
一

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

朝
日
航
洋
株
式
会
社
　
東
京
都
江
東
区
新
木
場
四
丁
目
七
番
四
十
一
号

五
　
落
札
金
額

四
千
八
百
三
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
三
年
十
月
十
三
日

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
甲
州
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

甲
州
市
大
和
町
田
野
字
雨
沢
九
〇
九
の
一
（
次
の
図
に
示
す
平
山
甚
之
丈

部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
火
造
口
一
〇
九
四
の
二

根
津
増
吉

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
火
造
口
一
〇
九
五
の
二
、
字
西
大
雨
宮
祥
二

志
戸
四
七
八
四
、
四
七
八
五
、
四
七
八
六

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
勝
立
場
四
〇
五
三
（
次
の
図
に
示
古
屋
滋

す
部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
向
山
四
〇
八
〇

川
久
保
組

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
習
澤
日
影
四
〇
八
六
、四
〇
九
四
、
手
塚
武
寿

四
〇
九
五
の
一

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

八
二
八



甲
州
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

甲
州
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日
山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
甲
州
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

甲
州
市
大
和
町
田
野
字
雨
沢
九
一
一
・
九
一
二
・
九
一
三
（
平
山
甚
之
丈

以
上
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
九

一
〇

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
桂
の
窪
四
二
九
〇
（
次
の
図
に
示
有
賀
勝
雄

す
部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
赤
な
ぎ
四
四
三
一
（
次
の
図
に
示
古
屋
澄
江

す
部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
水
無
シ
四
四
四
七
（
次
の
図
に
示
益
田
弥
五
郎

す
部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
水
無
シ
四
四
四
八
（
次
の
図
に
示
手
塚
萬
作

す
部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
穴
沢
四
五
六
三
（
次
の
図
に
示
す
手
塚
金
吾

部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
穴
沢
四
五
七
一
（
次
の
図
に
示
す
古
屋
勉

分
部
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
天
狗
松
四
六
〇
二
の
一
・
四
六
〇
野
澤
和
雄

三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
天
狗
沢
四
六
〇
四
・
四
六
二
九
（
木
下
幾
造

以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

甲
州
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日
山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
甲
州
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

八
二
九



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
南
阿
弥
陀
沢
四
〇
六
七
（
次
の
図
古
屋
滋

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
南
阿
弥
陀
沢
四
〇
六
八
（
次
の
図
手
塚
武
寿

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

甲
州
市
大
和
町
鶴
瀬
字
猪
久
保
道
上
一
一
一
六
の
一
、
一
一
塩
野
源
甫

一
六
の
四

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

甲
州
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

甲
州
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日
山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
ア
ル
プ
ス
市
築
山
字
金
山
八
七
六
の
一

飯
田
政
太
郎

南
ア
ル
プ
ス
市
築
山
字
金
山
八
七
七

小
林
文
太
郎

南
ア
ル
プ
ス
市
築
山
字
金
山
八
八
六

市
川
昌
長

南
ア
ル
プ
ス
市
築
山
字
金
山
八
九
一

相
原
金
吾

南
ア
ル
プ
ス
市
築
山
字
金
山
八
九
四
、
八
九
五

市
川
隆
訴

南
ア
ル
プ
ス
市
築
山
字
金
山
九
〇
〇
、
九
〇
一

志
村
弘
毅
、
早
川
三
郎

南
ア
ル
プ
ス
市
築
山
字
金
山
九
〇
三

飯
野
清
重
、
早
川
三
郎

南
ア
ル
プ
ス
市
築
山
字
家
下
四
五
八

志
村
弘
毅

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
字
焼
野
一
七
六
、
二
四
七

森
本
尋
文

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
字
ソ
ネ
ヨ
セ
一
六
〇
〇
の
一
、
一
櫻
本
國
太
郎

六
〇
〇
の
二

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
字
柴
平
一
六
三
六
の
一
、
一
六
三
深
沢
松
弘

六
の
三

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
字
マ
キ
ガ
レ
一
六
六
五
の
一
、
一
矢
崎
昌
敏

六
六
五
の
三

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
字
上
梅
ス
沢
一
二
二
二

青
木
文
治

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
安
通
字
向
林
六
七
一
（
次
の
図
に
示
す
名
取
宏

分
部
に
限
る
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

八
三
〇



南
ア
ル
プ
ス
市
上
宮
地
字
上
ノ
山
三
九
〇
九
の
一

塚
原
進

南
ア
ル
プ
ス
市
塩
前
字
塩
沢
東
四
三
〇
の
二

塩
谷
忠
之
、
鹽
谷
實

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

南
ア
ル
プ
ス
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日
山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
号

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
中
条
地
区
第
１
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九

日
実
施
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日

八
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甲
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所
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ン
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甲
府
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口
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丁
目
六
番
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十
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